
職業安定行政業務に関する事務における特定個人情報については、全国
の都道府県労働局及び公共職業安定所において取り扱うとともに情報提供
ネットワークシステムを通じた情報連携を実施することから、特定個人情報
ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかね
ないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク
を軽減させるため、システム上の整備、文書管理及び職員への教育・啓発
等の十分な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に
取り組んでいることを宣言する。
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Ⅰ　関連情報

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 職業安定行政業務に関する事務

 ②事務の概要

１．公共職業安定所等における事務について
　全国の都道府県労働局及び公共職業安定所（出張所及び分室を含む。以下「公共職業安定所等」と
いう。）では、職業安定行政に係る各事務を実施している。このうち以下の（１）～（６）の事務について
は、適正かつ効率的に事務処理すること等を目的として、ハローワークシステム（※）を利用して事務を
行っている。
　　（１）雇用保険に関する事務
　　（２）求職者支援制度を含む公的職業訓練に関する事務
　　（３）職業紹介に関する事務
　　（４）助成金に関する事務
　　（５）労働力需給調整に関する事務
　　（６）雇用管理改善に関する事務
　本評価においては、当該６事務の内、個人番号の収集・蓄積及び外部機関との情報連携を行う（１）～
（４）（（２）については求職者支援制度）の事務を対象として記載する。

　　　※以上の事務処理を行うシステム（厚生労働本省で管理）を総称してハローワークシステムという。

（１）雇用保険に関する事務
・公共職業安定所等では、雇用保険法（昭和４９年１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保険者の
資格取得及び喪失、失業等給付等の支給等を行っている。
・事業主から提出される雇用保険被保険者資格取得届等により、個人番号を含む届出・申請書を受け
付け、書類の不備等を確認し、雇用保険被保険者番号（雇用保険に関する事務で従来から個人を特定
するために使用している番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平成２５年法律第２７号）（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、情報提供ネットワー
クシステムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組合、市町村長、デジタル庁、
法務省等）への情報照会を行い、失業等給付等の受給要件等を審査するとともに、都道府県知事等の
求めに応じて、失業等給付等関係情報（失業等給付等の支給歴等）の情報提供を行う。
・育児休業等給付の審査事務において、地方公共団体情報システム機構へ同一住所の者の情報照会
を行い、情報提供ネットワークシステムを通じて市町村長へ同一世帯の者の範囲及び当該地方税関係
情報等の情報照会を行う。

（２）求職者支援制度に関する事務
・公共職業安定所等では、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３
年５月２０日法律第４７号）（以下「求職者支援法」という。）に基づいて、職業訓練受講給付金申込受付・
審査・支給等を行っている。
・求職者から提出される受講申込・事前審査書等により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書
類の不備等を確認し、受講者番号（求職者支援に関する事務で個人を特定するために使用する番号）と
個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、情報提供ネットワークシステムを通
じて外部機関（日本年金機構、各共済組合、市町村長、デジタル庁等）への情報照会を行い、職業訓練
受講給付金の受給要件等を審査するとともに、都道府県知事等の求めに応じて、職業訓練受講給付金
支給関係情報の情報提供を行う。
・職業訓練受講給付金の受給要件等の審査のうち、世帯収入の確認において、地方公共団体情報シス
テム機構へ同一住所の者の情報照会を行い、情報提供ネットワークシステムを通じて市町村長へ同一
世帯の者の範囲及び当該地方税関係情報等の情報照会を行う。
・都道府県知事等より書面または電磁的記録媒体によりパスワードを付して提供を受けた個人番号及び
氏名をキーとして、当該都道府県知事等からの求めに応じて、職業訓練受講給付金の受給情報を書面
または電磁的記録媒体によりパスワードを付して情報提供を行う。（公的給付の支給等の迅速かつ確実
な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定め
る告示第二号に掲げる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る事務に係る用途で、令
和３年７月以降申請分の処理のために実施）
※求職者支援制度以外の公的職業訓練に関する事務においては個人番号は取り扱わない。

（３）職業紹介に関する事務
・公共職業安定所等では、職業安定法（昭和２２年１１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用の促進等
に関する法律（昭和３５年７月２５日法律第１２３号）、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年７月２１日法律第１３２号）（以下、「労働施策総合
推進法」という。）に基づいて、求人及び求職の申込受理、求人者及び求職者に対する職業紹介・職業
指導、就職後の指導等を行っている。
・求職者から提出される障害者求職申込書等により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書類の
不備等を確認し、求職番号（職業紹介に関する事務で従来から個人を特定するために使用している障
害者の情報の管理番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、個人番号を利用した外部機関（都道
府県知事）への情報照会を行い、求職申込の登録要件を審査する。
・就職支援に当たって求職者の正確な職歴等を把握することが必要な場合、雇用保険被保険者番号に
より雇用保険の加入歴を把握することが必要な求職者から求職申込書とともに、個人番号が記載された
書類を受け付け、書類の不備等を確認し、当該個人番号と紐付いている雇用保険被保険者番号を照会
し、当該雇用保険被保険者番号と求職番号とを紐付ける。

（４）助成金に関する事務（※）
・公共職業安定所等では、雇用保険法、労働施策総合推進法に基づいて、雇用保険適用対象となる労
働者を雇い入れる等一定の要件を満たした事業主に対する助成金の申請受理、審査、支給等を行って
いる。
・事業主から提出される助成金の支給申請により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書類の不
備等を確認し、雇用保険被保険者番号（上記（１）の雇用保険に関する事務で従来から個人を特定する
ために使用している番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、個人番号を利用した外部機関（都道
府県知事）への情報照会を行い、助成金の支給要件を審査する。

　※助成金に関する事務については、外部機関からの情報照会がないこと、また、個人番号は助成金の
審査時にのみ使用するものであることから、上記（１）～（３）の事務とは異なり、平成２８年１月から個人
番号を収集・蓄積し助成金に係る情報と個人番号を紐付けておく必要がないため、情報連携の開始時
期から開始している。



 ②事務の概要

 ③システムの名称

(1)雇用保険システム
(2)訓練・訓練登録システム
(3)職業紹介システム
(4)助成金システム、助成金電子申請システム

 ２．特定個人情報ファイル名

(1)雇用保険ファイル
(2)求職者支援ファイル
(3)職業紹介ファイル
(4)助成金ファイル

１．公共職業安定所等における事務について
　全国の都道府県労働局及び公共職業安定所（出張所及び分室を含む。以下「公共職業安定所等」と
いう。）では、職業安定行政に係る各事務を実施している。このうち以下の（１）～（６）の事務について
は、適正かつ効率的に事務処理すること等を目的として、ハローワークシステム（※）を利用して事務を
行っている。
　　（１）雇用保険に関する事務
　　（２）求職者支援制度を含む公的職業訓練に関する事務
　　（３）職業紹介に関する事務
　　（４）助成金に関する事務
　　（５）労働力需給調整に関する事務
　　（６）雇用管理改善に関する事務
　本評価においては、当該６事務の内、個人番号の収集・蓄積及び外部機関との情報連携を行う（１）～
（４）（（２）については求職者支援制度）の事務を対象として記載する。

　　　※以上の事務処理を行うシステム（厚生労働本省で管理）を総称してハローワークシステムという。

（１）雇用保険に関する事務
・公共職業安定所等では、雇用保険法（昭和４９年１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保険者の
資格取得及び喪失、失業等給付等の支給等を行っている。
・事業主から提出される雇用保険被保険者資格取得届等により、個人番号を含む届出・申請書を受け
付け、書類の不備等を確認し、雇用保険被保険者番号（雇用保険に関する事務で従来から個人を特定
するために使用している番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平成２５年法律第２７号）（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、情報提供ネットワー
クシステムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組合、市町村長、デジタル庁、
法務省等）への情報照会を行い、失業等給付等の受給要件等を審査するとともに、都道府県知事等の
求めに応じて、失業等給付等関係情報（失業等給付等の支給歴等）の情報提供を行う。
・育児休業等給付の審査事務において、地方公共団体情報システム機構へ同一住所の者の情報照会
を行い、情報提供ネットワークシステムを通じて市町村長へ同一世帯の者の範囲及び当該地方税関係
情報等の情報照会を行う。

（２）求職者支援制度に関する事務
・公共職業安定所等では、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３
年５月２０日法律第４７号）（以下「求職者支援法」という。）に基づいて、職業訓練受講給付金申込受付・
審査・支給等を行っている。
・求職者から提出される受講申込・事前審査書等により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書
類の不備等を確認し、受講者番号（求職者支援に関する事務で個人を特定するために使用する番号）と
個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、情報提供ネットワークシステムを通
じて外部機関（日本年金機構、各共済組合、市町村長、デジタル庁等）への情報照会を行い、職業訓練
受講給付金の受給要件等を審査するとともに、都道府県知事等の求めに応じて、職業訓練受講給付金
支給関係情報の情報提供を行う。
・職業訓練受講給付金の受給要件等の審査のうち、世帯収入の確認において、地方公共団体情報シス
テム機構へ同一住所の者の情報照会を行い、情報提供ネットワークシステムを通じて市町村長へ同一
世帯の者の範囲及び当該地方税関係情報等の情報照会を行う。
・都道府県知事等より書面または電磁的記録媒体によりパスワードを付して提供を受けた個人番号及び
氏名をキーとして、当該都道府県知事等からの求めに応じて、職業訓練受講給付金の受給情報を書面
または電磁的記録媒体によりパスワードを付して情報提供を行う。（公的給付の支給等の迅速かつ確実
な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定め
る告示第二号に掲げる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る事務に係る用途で、令
和３年７月以降申請分の処理のために実施）
※求職者支援制度以外の公的職業訓練に関する事務においては個人番号は取り扱わない。

（３）職業紹介に関する事務
・公共職業安定所等では、職業安定法（昭和２２年１１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用の促進等
に関する法律（昭和３５年７月２５日法律第１２３号）、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年７月２１日法律第１３２号）（以下、「労働施策総合
推進法」という。）に基づいて、求人及び求職の申込受理、求人者及び求職者に対する職業紹介・職業
指導、就職後の指導等を行っている。
・求職者から提出される障害者求職申込書等により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書類の
不備等を確認し、求職番号（職業紹介に関する事務で従来から個人を特定するために使用している障
害者の情報の管理番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、個人番号を利用した外部機関（都道
府県知事）への情報照会を行い、求職申込の登録要件を審査する。
・就職支援に当たって求職者の正確な職歴等を把握することが必要な場合、雇用保険被保険者番号に
より雇用保険の加入歴を把握することが必要な求職者から求職申込書とともに、個人番号が記載された
書類を受け付け、書類の不備等を確認し、当該個人番号と紐付いている雇用保険被保険者番号を照会
し、当該雇用保険被保険者番号と求職番号とを紐付ける。

（４）助成金に関する事務（※）
・公共職業安定所等では、雇用保険法、労働施策総合推進法に基づいて、雇用保険適用対象となる労
働者を雇い入れる等一定の要件を満たした事業主に対する助成金の申請受理、審査、支給等を行って
いる。
・事業主から提出される助成金の支給申請により、個人番号を含む届出・申請書を受け付け、書類の不
備等を確認し、雇用保険被保険者番号（上記（１）の雇用保険に関する事務で従来から個人を特定する
ために使用している番号）と個人番号を紐付け、特定個人情報ファイルとして保管する。
・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団体情報システム機構へ当該個人の本人確認情報（基本
５情報等）を照会し、個人番号の真正性を確認する。
・当該業務に係る審査事務において、番号法に定められた範囲で、個人番号を利用した外部機関（都道
府県知事）への情報照会を行い、助成金の支給要件を審査する。

　※助成金に関する事務については、外部機関からの情報照会がないこと、また、個人番号は助成金の
審査時にのみ使用するものであることから、上記（１）～（３）の事務とは異なり、平成２８年１月から個人
番号を収集・蓄積し助成金に係る情報と個人番号を紐付けておく必要がないため、情報連携の開始時
期から開始している。



 連絡先
厚生労働省職業安定局労働市場センター業務室
177-0044 東京都練馬区上石神井4-8-4
03-3920-3311

 ②所属長の役職名
総務課長
労働市場センター業務室長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

〒１００－８９１６
東京都千代田区霞ヶ関１－２－２　中央合同庁舎第５号館２階
厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室
(http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo05/index.html)
※郵送の場合の宛先についても同上
各都道府県労働局総務部企画室
下記URLを参照
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 適用した理由

 ９．規則第９条第２項の適用 ［ ］適用した

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

１． 番号法
　・第９条第１項（利用範囲）
　・別表　項番７、５３、８３、１２４
２． 主務省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令
で定める事務を定める命令（平成２６年９月１０日内閣府・総務省令第５号）
第６条の２、第２７条、第４５条第１項から第６項、第６７条
３．住民基本台帳法（昭和４２年７月２５日法律第８１号）
　・第３０条の９
　・別表第１　項番６７の２、６９、７０

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）
（照会）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号。以下「番号法情
報提供省令」という。）第２条の表第７７項、第１０９項、第１１０項、第１１１項、第１１２項、第１１３項、第１
５２項
（提供）番号法情報提供省令第２条表第４２項、第４８項、第５７項、第５８項、第６５項、第６７項、第７１
項、第７４項、第８３項、第８５項、第８７項、第９０項、第１２５項、第１４１項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署
厚生労働省職業安定局総務課
厚生労働省職業安定局労働市場センター業務室

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する

2) 実施しない



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果

 しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ]
＜選択肢＞

30万人以上 ]
2) 1,000人以上1万人未満

3) 1万人以上10万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞

1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

］接続しない（提供）



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜選択肢＞

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査

 ９．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である

］人手を介在させる作業はない

 判断の根拠

「都道府県労働局（職業安定行政）が行う個人番号利用事務における特定個人情報取扱規程」を定め、
マイナンバーを取り扱う段階ごと（①取得する段階、②利用する段階、③保存する段階、④提供する段
階、⑤廃棄又は削除する段階）の作業におけるルールを定めている。また、職員に対しては、マイナン
バーを扱う際の確認事項を記載した「個人情報保護に関する研修テキスト」による自己点検を義務化し
ており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分と考えられる。

]

 ８．人手を介在させる作業 ［

]十分である

 判断の根拠

「都道府県労働局（職業安定行政）が行う個人番号利用事務における特定個人情報取扱規程」を定め、
マイナンバーを取り扱う段階ごと（①取得する段階、②利用する段階、③保存する段階、④提供する段
階、⑤廃棄又は削除する段階）の作業におけるルールを定めている。また、職員に対しては、マイナン
バーを扱う際の確認事項を記載した「個人情報保護に関する研修テキスト」による自己点検を義務化し
ており、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分と考えられる。

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 11．最も優先度が高いと考えられる対策 ［ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 10．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

] [

[ ○

 当該対策は十分か【再掲】  [ 十分である ]

 最も優先度が高いと考えられ
る対策



令和2年3月26日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

（２）求職者支援制度に関する事務
（２）求職者支援制度を含む公的職業訓練に関
する事務

事後

ハローワークシステムで取り
扱う事務についての修正であ
り、特定個人情報ファイルを取
り扱う事務の修正ではないた
め、重要な変更に当たらな
い。

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

－ 所属長の氏名を削除 事後
様式の変更に伴う形式的な変
更であるため、重要な変更に
当たらない

令和1年6月6日 Ⅳ リスク対策 － 記載を追加 事前
様式の変更に伴う形式的な変
更であるため、重要な変更に
当たらない

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠
３．住民基本台帳法

住民基本台帳法（平成27年7月15日法律第56
号時点）

住民基本台帳法（昭和42年7月25日法律第81
号）

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携

※各項の主務省令は、情報連携の開始までに
定める予定。

※番号法別表第２第１１４項に係る主務省令
「行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
２６年１２月１２日内閣府・総務省令第７号）」の
第５９条は、改正予定。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

１． 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律

１． 番号法 事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠
２．主務省令

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第１の主務
省令で定める事務を定める命令
第２７条、第４５条第１項から第６項、第６７条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（平成２６年９
月１０日内閣府・総務省令第５号）
第２７条、第４５条第１項から第６項、第６７条

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

－

・職業訓練受講給付金の受給要件等の審査の
うち、世帯収入の確認において、地方公共団体
情報システム機構へ同一住所の者の情報照会
を行い、情報提供ネットワークシステムを通じて
市町村長へ同一世帯の者の範囲及び当該地方
税関係情報等の情報照会を行う。

事前 重要な変更のため

令和1年6月6日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

ハローワーク等では、職業安定法（昭和２２年１
１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用の促
進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）、
雇用対策法（昭和４１年７月２１日法律第１３２
号）に基づいて、求人及び求職の申込受理、求
人者及び求職者に対する職業紹介・職業指導、
就職後の指導等を行っている。

ハローワーク等では、職業安定法（昭和２２年１
１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用の促
進等に関する法律（昭和３５年７月２５日法律第
１２３号）、雇用対策法（昭和４１年７月２１日法
律第１３２号）に基づいて、求人及び求職の申込
受理、求人者及び求職者に対する職業紹介・職
業指導、就職後の指導等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

平成29年5月30日 Ⅰ．５．②所属長 － 所属長の氏名を変更 事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和1年6月6日 Ⅰ．１．②事務の概要

・当該業務に係る審査事務において、番号法に
定められた範囲で、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組
合、各健康保険組合、市町村長等）への情報照
会を行い、失業等給付の受給要件等を審査す
るとともに、都道府県知事等の求めに応じて、
失業等給付関係情報（失業等給付の支給歴
等）の情報提供を行う。

・当該業務に係る審査事務において、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）
（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、
情報提供ネットワークシステムを通じて外部機
関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組
合、市町村長等）への情報照会を行い、失業等
給付の受給要件等を審査するとともに、都道府
県知事等の求めに応じて、失業等給付関係情
報（失業等給付の支給歴等）の情報提供を行
う。

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成27年12月25日 Ⅰ　関連情報 個人番号の収集・蓄積の開始 助成金事務及び情報連携の開始等を追加 事前 重要な変更のため

平成29年1月31日 Ⅰ．５．②所属長 － 所属長の氏名を変更 事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第１９条第７項（特定個人情報の提供
の制限）

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

－
※求職者支援制度以外の公的職業訓練に関す
る事務においては個人番号は取り扱わない。

事後

ハローワークシステムで取り
扱う事務についての修正であ
り、特定個人情報ファイルを取
り扱う事務の修正ではないた
め、重要な変更に当たらな
い。

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・ハローワーク等では、雇用保険法（昭和４９年
１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保険
者の資格取得及び喪失、失業等給付の支給等
を行っている。

・ハローワーク等では、雇用保険法（昭和４９年
１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保険
者の資格取得及び喪失、失業等給付等の支給
等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和3年12月10日

Ⅳ リスク対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）

[  ○  ] 提供・移転しない [     ] 提供・移転しない 事後

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金はその
性質上迅速な支給が必要で
あり、かつ、既に支給事務が
開始していたため

令和3年12月10日

Ⅳ リスク対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

－ [　　　　　十分である           ] 事後

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金はその
性質上迅速な支給が必要で
あり、かつ、既に支給事務が
開始していたため

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・当該業務に係る審査事務において、番号法に
定められた範囲で、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組
合、市町村長等）への情報照会を行い、職業訓
練受講給付金の受給要件等を審査するととも
に、都道府県知事等の求めに応じて、職業訓練
受講給付金支給関係情報の情報提供を行う。

・当該業務に係る審査事務において、番号法に
定められた範囲で、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組
合、市町村長、口座情報登録システム等）への
情報照会を行い、職業訓練受講給付金の受給
要件等を審査するとともに、都道府県知事等の
求めに応じて、職業訓練受講給付金支給関係
情報の情報提供を行う。

事前 重要な変更のため

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

－

・都道府県知事等より書面または電磁的記録媒
体によりパスワードを付して提供を受けた個人
番号及び氏名をキーとして、当該都道府県知事
等からの求めに応じて、職業訓練受講給付金
の受給情報を書面または電磁的記録媒体によ
りパスワードを付して情報提供を行う。（公的給
付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預
貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣
総理大臣が指定する公的給付を定める告示第
二号に掲げる新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金に係る事務に係る用途で、
令和３年７月以降申請分の処理のために実施）

事後

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金はその
性質上迅速な支給が必要で
あり、かつ、既に支給事務が
開始していたため

令和2年3月26日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

※番号法別表第２第１１４項に係る主務省令
「行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
２６年１２月１２日内閣府・総務省令第７号）」の
第５９条は、改正予定。

－ 事後
時点修正であるため、重要な
変更に当たらない。

令和3年12月10日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・当該業務に係る審査事務において、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）
（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、
情報提供ネットワークシステムを通じて外部機
関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組
合、市町村長等）への情報照会を行い、失業等
給付の受給要件等を審査するとともに、都道府
県知事等の求めに応じて、失業等給付関係情
報（失業等給付の支給歴等）の情報提供を行
う。

・当該業務に係る審査事務において、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）
（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、
情報提供ネットワークシステムを通じて外部機
関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組
合、市町村長、口座情報登録システム等）への
情報照会を行い、失業等給付等の受給要件等
を審査するとともに、都道府県知事等の求めに
応じて、失業等給付等関係情報（失業等給付等
の支給歴等）の情報提供を行う。

事前 重要な変更のため

令和2年3月26日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

申請番号（求職者支援に関する事務で従来か
ら個人を特定するために使用している番号）

受講者番号（求職者支援に関する事務で個人
を特定するために使用する番号）

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和2年3月26日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

求職者支援システム 訓練・訓練登録システム 事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和2年3月26日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

（１）～（４）の事務
（１）～（４）（（２）については求職者支援制度）の
事務

事後

ハローワークシステムで取り
扱う事務についての修正に伴
う、特定個人情報ファイルを取
り扱う事務を明示するための
追記であるため、重要な変更
に当たらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

１． 番号法
　・第９条第１項（利用範囲）
　・別表第１　項番３６、５７、９２

２． 主務省令
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（平成２６年９
月１０日内閣府・総務省令第５号）第２７条、第４
５条第１項から第６項、第６７条

１． 番号法
　・第９条第１項（利用範囲）
　・別表第１　項番６の２、３６、５７、９２

２． 主務省令
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（平成２６年９
月１０日内閣府・総務省令第５号）第６条の２、
第２７条、第４５条第１項から第６項、第６７条

事前
リスクを相当程度変動させる
変更ではないため、重要な変
更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

１．ハローワーク等における事務について
　全国の都道府県労働局及び公共職業安定所
（出張所及び分室を含む。以下「ハローワーク
等」という。）では、職業安定行政に係る各事務
を実施している。

１．公共職業安定所等における事務について
　全国の都道府県労働局及び公共職業安定所
（出張所及び分室を含む。以下「公共職業安定
所等」という。）では、職業安定行政に係る各事
務を実施している。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年2月18日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（照会）番号法別表第２第５５項、第７６項、第７
７項、第７８項、第７９項、第１１４項

（照会）番号法別表第２第５５項、第７６項、第７
７項、第７８項、第７８項の２、第７９項、第１１４
項

事前

令和３年12月1日に承認され
た評価書の記載漏れについ
て、事務の開始前に対応する
ため。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

－

以下を追記
・就職支援に当たって求職者の正確な職歴等を
把握することが必要な場合、雇用保険被保険者
番号により雇用保険の加入歴を把握することが
必要な求職者から求職申込書とともに、個人番
号が記載された書類を受け付け、書類の不備
等を確認し、当該個人番号と紐付いている雇用
保険被保険者番号を照会し、当該雇用保険被
保険者番号と求職番号とを紐付ける。

事前
リスクを相当程度変動させる
変更ではないため、重要な変
更に当たらない。

令和4年2月18日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

(1)雇用保険システム
(2)訓練・訓練登録システム
(3)職業紹介システム
(4)助成金システム

(1)雇用保険システム
(2)訓練・訓練登録システム
(3)職業紹介システム
(4)助成金システム、助成金オンライン申請シス
テム

事前 重要な変更のため

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

(1)雇用保険システム
(2)訓練・訓練登録システム
(3)職業紹介システム
(4)助成金システム、助成金オンライン申請シス
テム

(1)雇用保険システム
(2)訓練・訓練登録システム
(3)職業紹介システム
(4)助成金システム、助成金電子申請システム

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・ハローワーク等では、雇用保険法、雇用対策
法に基づいて、雇用保険適用対象となる労働者
を雇い入れる等一定の要件を満たした事業主
に対する助成金の申請受理、審査、支給等を
行っている。

・公共職業安定所等では、雇用保険法、労働施
策総合推進法に基づいて、雇用保険適用対象
となる労働者を雇い入れる等一定の要件を満
たした事業主に対する助成金の申請受理、審
査、支給等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・ハローワーク等では、職業安定法（昭和２２年
１１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用の
促進等に関する法律（昭和３５年７月２５日法律
第１２３号）、雇用対策法（昭和４１年７月２１日
法律第１３２号）に基づいて、求人及び求職の申
込受理、求人者及び求職者に対する職業紹介・
職業指導、就職後の指導等を行っている。

・公共職業安定所等では、職業安定法（昭和２２
年１１月３０日法律第１４１号）、障害者の雇用
の促進等に関する法律（昭和３５年７月２５日法
律第１２３号）、労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律（昭和４１年７月２１日法律第１３２
号）（以下、「労働施策総合推進法」という。）に
基づいて、求人及び求職の申込受理、求人者
及び求職者に対する職業紹介・職業指導、就職
後の指導等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・ハローワーク等では、職業訓練の実施等によ
る特定求職者の就職の支援に関する法律（平
成２３年５月２０日法律第４７号）（以下「求職者
支援法」という。）に基づいて、職業訓練受講給
付金申込受付・審査・支給等を行っている。

・公共職業安定所等では、職業訓練の実施等
による特定求職者の就職の支援に関する法律
（平成２３年５月２０日法律第４７号）（以下「求職
者支援法」という。）に基づいて、職業訓練受講
給付金申込受付・審査・支給等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・ハローワーク等では、雇用保険法（昭和４９年
１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保険
者の資格取得及び喪失、失業等給付等の支給
等を行っている。

・公共職業安定所等では、雇用保険法（昭和４９
年１２月２８日法律第１１６号）に基づいて、被保
険者の資格取得及び喪失、失業等給付等の支
給等を行っている。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・当該業務に係る審査事務において、番号法に
定められた範囲で、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組
合、市町村長、口座情報登録システム等）への
情報照会を行い、職業訓練受講給付金の受給
要件等を審査するとともに、都道府県知事等の
求めに応じて、職業訓練受講給付金支給関係
情報の情報提供を行う。

・当該業務に係る審査事務において、番号法に
定められた範囲で、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて外部機関（日本年金機構、各共済組
合、市町村長、デジタル庁等）への情報照会を
行い、職業訓練受講給付金の受給要件等を審
査するとともに、都道府県知事等の求めに応じ
て、職業訓練受講給付金支給関係情報の情報
提供を行う。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない。

令和4年6月8日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

・当該業務に係る審査事務において、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）
（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、
情報提供ネットワークシステムを通じて外部機
関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組
合、市町村長、口座情報登録システム等）への
情報照会を行い、失業等給付等の受給要件等
を審査するとともに、都道府県知事等の求めに
応じて、失業等給付等関係情報（失業等給付等
の支給歴等）の情報提供を行う。

・当該業務に係る審査事務において、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）
（以下「番号法」という。）に定められた範囲で、
情報提供ネットワークシステムを通じて外部機
関（日本年金機構、各共済組合、各健康保険組
合、市町村長、デジタル庁、法務省等）への情
報照会を行い、失業等給付等の受給要件等を
審査するとともに、都道府県知事等の求めに応
じて、失業等給付等関係情報（失業等給付等の
支給歴等）の情報提供を行う。

事前
リスクを相当程度変動させる
変更ではないため、重要な変
更に当たらない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月1日
Ⅳ　リスク対策
８．人手を介在させる作業

－

[　　　　　十分である　　　　　]
判断の根拠
「都道府県労働局（職業安定行政）が行う個人
番号利用事務における特定個人情報取扱規
程」を定め、マイナンバーを取り扱う段階ごと
（①取得する段階、②利用する段階、③保存す
る段階、④提供する段階、⑤廃棄又は削除する
段階）の作業におけるルールを定めている。ま
た、職員に対しては、マイナンバーを扱う際の確
認事項を記載した「個人情報保護に関する研修
テキスト」による自己点検を義務化しており、人
為的ミスが発生するリスクへの対策は十分と考
えられる。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない

令和7年8月1日

Ⅰ関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

１． 番号法
　・第９条第１項（利用範囲）
　・別表第１　項番６の２、３６、５７、９２

２． 主務省令
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（平成２６年９
月１０日内閣府・総務省令第５号）
第６条の２、第２７条、第４５条第１項から第６
項、第６７条

３．住民基本台帳法（昭和４２年７月２５日法律
第８１号）
　・第３０条の９
　・別表第１　項番６７の２、６９、７０

１． 番号法
　・第９条第１項（利用範囲）
　・別表　項番７、５３、８３、１２４

２． 主務省令
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表の主務省令
で定める事務を定める命令（平成２６年９月１０
日内閣府・総務省令第５号）
第６条の２、第２７条、第４５条第１項から第６
項、第６７条

３．住民基本台帳法（昭和４２年７月２５日法律
第８１号）
　・第３０条の９
　・別表第１　項番６７の２、６９、７０

事後
時点修正であるため、重要な
変更に当たらない。

令和7年8月1日

Ⅰ関連情報
４．情報照会ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）
（照会）番号法別表第２第５５項、第７６項、第７
７項、第７８項、第７８項の２、第７９項、第１１４
項
（提供）番号法別表第２第２６項、第２７項、第３
４項、第３５項、第３９項、第４１項、第４４項、第
５０項、第５８項、第６０項、第６２項、第６５項、
第８７項、第１０６項

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）
（照会）行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第十九条
第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関
する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９
号。以下「番号法情報提供省令」という。）第２条
の表第７７項、第１０９項、第１１０項、第１１１
項、第１１２項、第１１３項、第１５２項
（提供）番号法情報提供省令第２条表第４２項、
第４８項、第５７項、第５８項、第６５項、第６７
項、第７１項、第７４項、第８３項、第８５項、第８
７項、第９０項、第１２５項、第１４１項

事後
時点修正であるため、重要な
変更に当たらない。

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要
１．（１）雇用保険に関する事
務

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要
１．（１）雇用保険に関する事
務

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要
１．（２）求職者支援制度に関
する事務

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要
１．（３）職業紹介に関する事
務

事後
様式変更に伴う変更であるた
め、重要な変更には当たらな
い。

ー

令和7年8月1日

Ⅰ 関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要
１．（４）助成金に関する事務

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本４情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本５情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

事後
様式変更に伴う変更であるた
め、重要な変更には当たらな
い。

令和7年8月1日

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本５情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

事後
様式変更に伴う変更であるた
め、重要な変更には当たらな
い。

令和7年8月1日

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本４情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

・育児休業等給付の審査事務において、地方公
共団体情報システム機構へ同一住所の者の情
報照会を行い、情報提供ネットワークシステム
を通じて市町村長へ同一世帯の者の範囲及び
当該地方税関係情報等の情報照会を行う。

事後
リスクを相当程度変動させる
変更ではないため、重要な変
更に当たらない。

令和7年8月1日

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本４情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本５情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。

事後
様式変更に伴う変更であるた
め、重要な変更には当たらな
い。

令和7年8月1日

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本４情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。													

・個人番号の紐付けを行う際には、地方公共団
体情報システム機構へ当該個人の本人確認情
報（基本５情報等）を照会し、個人番号の真正
性を確認する。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月1日

Ⅳ　リスク対策
１１．最も優先度が高いと考え
られる対策

－

[ 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク
への対策]
当該対策は十分か
[　　　　　十分である　　　　　]
判断の根拠
「都道府県労働局（職業安定行政）が行う個人
番号利用事務における特定個人情報取扱規
程」を定め、マイナンバーを取り扱う段階ごと
（①取得する段階、②利用する段階、③保存す
る段階、④提供する段階、⑤廃棄又は削除する
段階）の作業におけるルールを定めている。ま
た、職員に対しては、マイナンバーを扱う際の確
認事項を記載した「個人情報保護に関する研修
テキスト」による自己点検を義務化しており、特
定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対
策は十分と考えられる。

事後
形式的な変更であるため、重
要な変更に当たらない


